
毎
月
勤
労
統
計
調
査
特
別
調
査

常
用
労
働
者
が
1
〜
4
人
の
事
業
所
に
お
け
る

労
働
者
の
賃
金
、
労
働
時
間
な
ど
の
実
態
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
、
7
月
31
日
（
給
与
締
切
日

が
あ
る
場
合
7
月
の
最
終
給
与
締
切
日
）
現
在

で
実
施
し
て
い
ま
す
。
対
象
と
な
っ
た
事
業
所

に
、
知
事
が
任
命
し
た
統
計
調
査
員
が
訪
問
し

ま
す
の
で
、
ご
回
答
を
お
願
い
し
ま
す

A
8
〜
9
月

I
北
海
道
計
画
局
統
計
課　

J
011 

(204)
5
1
4
6

令
和
4
〜
6
年
度
競
争
入
札
参
加
資

格
審
査
申
請
（
第
5
回
追
加
登
録
）

の
新
規
受
け
付
け

 

資
格
要
件 

市
税
お
よ
び
消
費
税
、
地
方
消
費
税

の
未
納
が
な
い
①
建
設
工
事
＝
令
和
3
年
3
月

2
日
以
降
の
「
経
営
事
項
審
査
」
を
受
け
、
希

望
す
る
工
種
の
「
経
営
規
模
等
評
価
結
果
通
知

書
・
総
合
評
定
値
通
知
書
」
に
平
均
完
成
工
事

高
が
あ
る　

②
土
木
設
計
＝
建
設
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
の
登
録
を
受
け
て
い
る　

③
建
築
設
計
＝

1
級
ま
た
は
2
級
建
築
士
事
務
所
の
登
録
を
受

け
て
い
る　

④
測
量
＝
測
量
業
ま
た
は
補
償
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
登
録
を
受
け
て
い
る　

⑤
地

質
調
査
＝
地
質
調
査
業
の
登
録
を
受
け
て
い
る　

⑥
設
備
設
計　

⑦
側
溝
清
掃　

⑧
物
品
納
入
そ

の
他
＝
法
令
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
許
可
や
免

許
、
登
録
な
ど
を
受
け
て
い
る　

※
①
〜
⑤
に

つ
い
て
は
、
令
和
4
年
9
月
1
日
現
在
で
申
請

を
希
望
す
る
業
種
の
許
可
ま
た
は
登
録
を
受
け

て
か
ら
、
引
き
続
き
1
年
以
上
そ
の
事
業
を
営

ん
で
い
る
こ
と
。
⑥
〜
⑧
に
つ
い
て
は
、
令
和

4
年
9
月
1
日
現
在
で
営
業
年
数
が
1
年
以
上

あ
る
こ
と
。
②
〜
⑦
に
つ
い
て
は
、
決
算
書
に

希
望
す
る
業
種
の
業
務
高
が
あ
る
こ
と

H
I
9
月
1
日
㈭
〜
13
日
㈫
に
契
約
課
HP
で
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
申
請
書
類
を
郵
送
（
簡
易
書

留
な
ど
配
達
状
況
が
分
か
る
方
法
、消
印
有
効
）

で　

契
約
課　

J
(32)
6
2
1
6

ご
存
じ
で
す
か
？

「
中
退
共
」
の
退
職
金
制
度

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
に
基
づ
き
設
け
ら
れ

た
中
小
企
業
の
た
め
の
国
の
退
職
金
制
度
で
、

事
業
主
が
中
退
共
と
退
職
金
共
済
契
約
を
結
び
、

毎
月
の
掛
金
を
金
融
機
関
に
納
付
し
ま
す
。
従

業
員
が
退
職
し
た
と
き
は
、
そ
の
従
業
員
に
中

退
共
か
ら
退
職
金
が
直
接
支
払
わ
れ
ま
す
。
掛

金
は
、
一
部
を
国
が
助
成
し
、
全
額
非
課
税
で

手
数
料
も
不
要
で
す
。
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
や
家

族
従
業
員
も
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

I
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機

構
・
中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部　

J
03

（
6
9
0
7
）1
2
3
4　

市
工
業
・
雇
用
振
興

課　

J
(32)
6
4
3
2

ハ
チ（
蜂
）に
ご
注
意
く
だ
さ
い

●
ハ
チ
や
巣
を
発
見
し
た
場
合
は
近
づ
か
な
い

よ
う
に
す
る
●
大
声
を
発
し
た
り
、
大
き
な
身

振
り
や
手
ぶ
り
を
せ
ず
、
速
や
か
に
そ
の
場
を

離
れ
る
●
敷
地
内
に
不
要
な
も
の
を
置
か
な
い

な
ど
整
理
整
頓
に
努
め
、
巣
づ
く
り
し
や
す
い

場
所
を
な
く
す
●
庭
な
ど
の
植
物
や
樹
木
は
適

度
に
手
入
れ
を
行
う
●
特
に
ス
ズ
メ
バ
チ
は
、

夏
場
（
7
〜
10
月
ご
ろ
）
に
凶
暴
化
す
る
の
で

気
を
付
け
る

水道修理の申し込み、家屋解体時の届け出

I水道課　J（32）6695（平日昼間）　J（32）6111（左記以外）

　水道業者に電話し、修理を依頼してください。
アパートや借家にお住まいの方は、まず大家さん
などにご相談ください。事業者名簿はHPからご覧になれます

検索水道修理　かかりつけ水道修理の申し込み

水道を利用していた家屋の解体を行う前には、別途水道設備の
撤去の届出や工事が必要となります。なお、水道設備の撤去は
解体事業者ではできませんので、市指定の給水装置工事事業者
に依頼してください。詳しくは市HPをご覧ください

検索苫小牧　水道撤去家屋解体時の届け出

絵
：
ア
ト
リ
エ
な
ち
こ

I環境保全課　J(84)1620

水
を
出
し
た
ま
ま
に
せ
ず
コ
ッ
プ
に
く

ん
で
歯
を
磨
く
と
、
1
回
あ
た
り
1
・

2
g
の
C
O
2
削
減
！

みんなで取り組む
ゼロカーボン！

市
が
委
託
し
た
事
業
者
が
調
査
員
と
し
て
、
市
内
の
空
き
家
な
ど
の
外
観
調
査
と
写
真
撮
影
を
行
い
ま
す　

A
10
月
31
日
㈪
ま
で
（
予
定
）　

I
市
民
生
活
課　

J
(32)
6
3
0
3
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　　　　J電話番号　Kファクス　MEメールアドレス
市役所のHPアドレス、住所、連絡先などは
30ページをご覧ください。


